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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体となる生体の舌部を含む所定部位を撮像して画像を取得する撮像手段と、
　前記画像から舌部領域の画像を抽出する領域抽出手段と、
　前記抽出された舌部領域の画像を、ｎ×ｍ区画の分割画像領域に分割する分割手段と、
　各分割画像領域の画像データに基づいて、分割画像領域ごとに所定の特徴量の計測値を
それぞれ導出する画像処理部と、
　同様な計測方法により予め求められた健常体の計測値を統合して得たマハラノビス距離
算出のための基準評価値が格納される記憶部と、
　前記画像処理部で導出された各分割画像領域の計測値を統合して得られたマハラノビス
距離算出のための照合評価値と、前記記憶部に格納されている基準評価値とのマハラノビ
ス距離を求めて、被検体の健康度に関する判定情報を出力する演算部と
を具備することを特徴とする健康度判定装置。
【請求項２】
　前記特徴量の計測値として、各分割画像領域の平均輝度値又は／及び平均色度値が用い
られることを特徴とする請求項１に記載の健康度判定装置。
【請求項３】
　前記撮像手段が、フラッシュ光源付きのデジタルカメラであることを特徴とする請求項
１記載の健康度判定装置。
【請求項４】
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　前記演算部は、算出されたマハラノビス距離が所定の閾値を超過しているか否かを判定
する判定処理部を具備することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の健康度判定
装置。
【請求項５】
　前記算出されたマハラノビス距離に基づいて、疾患部位の特定情報を出力する疾患部位
特定部を備え、
　疾患部位特定部は、
　前記分割された画像領域の中から、前記マハラノビス距離の値に寄与している領域を抽
出する寄与領域抽出部と、
　前記分割画像領域と疾患とを関連付けた各種の疾患情報が格納された疾患情報記憶部と
、
　前記寄与領域抽出部による抽出領域情報と、疾患情報記憶部に格納されている疾患情報
とを照合することにより、疾患部位に関する特定情報を出力する照合部とを備えて構成さ
れていることを特徴とする請求項４記載の健康度判定装置。
【請求項６】
　所定の画像処理部、記憶部及び演算部を備える健康度判定装置を動作させるためのプロ
グラムであって、コンピュータに、
　所定の撮像手段により撮像された、被検体となる生体の舌部を含む所定部位に関する画
像を取得させるステップと、
　前記画像から舌部領域の画像を抽出するステップと、
　前記抽出された舌部領域の画像を、ｎ×ｍ区画の分割画像領域に分割するステップと、
　各分割画像領域の画像データに基づいて、分割画像領域ごとに所定の特徴量の計測値を
それぞれ導出させるステップと、
　前記記憶部から、同様な計測方法により予め求められた健常体の計測値を統合して得た
マハラノビス距離算出のための基準評価値を読み出すステップと、
　前記演算部に、前記画像処理部で導出された各分割画像領域の計測値を統合したマハラ
ノビス距離算出のための照合評価値と、前記記憶部から読み出された基準評価値とのマハ
ラノビス距離を求めて、被検体の健康度に関する判定処理をなわせるステップと
を実行させることを特徴とする健康度判定装置の動作プログラム。
【請求項７】
　前記演算部に被検体の健康度に関する判定処理を行なわせるステップとして、
　算出されたマハラノビス距離が所定の閾値を超過しているか否かを判定するステップを
含むことを特徴とする請求項６記載の健康度判定装置の動作プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体となる生体の所定部位を測定対象として画像を撮影し、該画像から取
得される所定の特徴量に基づいて、被検体の健康度を判定する装置、及びプログラムに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　人体の健康度を求める手法は数多存在する。例えば、体温、血圧、脈拍など家庭で簡単
に計測できる測定値に基づくもの、定期健診や人間ドック等で実施される血液検査、検尿
、心電図或いはＸ線撮影等の検診結果に基づくもの、さらには高度医療機関で実施される
ＣＴスキャンやＭＲＩ等の検診結果に基づくもの等がある。しかし、これらの計測や検診
は、人体の状態の一面を評価したり、特定の疾病の有無に関する検査を行ったりするもの
であって、人体の健康度を総合的に測定（評価）するものとは言えない。
【０００３】
　一方、古来の東洋医学には、未病（みびょう）という概念がある。すなわち、健康状態
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から病気状態へ至る過程は連続的に繋がっており、病気にはその前段階が存在するとの考
えの下、そのような前段階を「未病」と捉えるものである。現に、この未病の段階におい
て患者に自己回復力を高める処置を行えば、多くの病気を未然に防ぐことが可能である。
しかしながら、未病の状態では患者に自覚症状は表出せず、また西洋医学的な検査でも発
見することができないことから、未病状態の的確な検出に際しては東洋医学の見極め手法
に依存せざるを得ない。
【０００４】
　例えば、東洋医学には「舌診」という診断法がある。この「舌診」は、舌及び苔（舌乳
頭）の色や形から、体質や体調の偏りを総合的に診断するもので、上記「未病」をも知見
可能な診断法である。舌には全身状態の変化が表れやすく、舌は全身を写す鏡と言われて
いる。すなわち、舌の組織は血管が豊富であり、その表面には角質層が無く粘膜で覆われ
ていることから、舌の色は血液や体液の色を如実に反映する。また、人体の上部消化器官
の入口に位置しているため、消化器系の状態も反映することになる。更には、自律神経に
よって制御されている唾液の分泌量によっても、舌の表面状態は変化する。他面、舌は粘
膜質で体表に露出していないことから、日焼けや人種による影響を受けず、普遍的な診断
が可能であるという特徴もある。
【０００５】
　従来、舌診に関連して、例えば特許文献１～３に開示された方法が知られている。すな
わち、特許文献１には、過去の標準的な舌像（標準舌像）を患者の横に投影し、医師が患
者の舌像と前記標準舌像とを比較して診断を行う方法が開示されている。また特許文献２
には、ネットワークを介して患者の舌診表より漢方薬の処方を提供する方法が開示されて
いる。さらに特許文献３には、基礎舌像情報と患者舌像情報とを比較し、患者舌像情報に
近似する基礎舌像情報を検出して診断支援を行う方法が開示されている。
【特許文献１】特許２７６３９８９号公報
【特許文献２】特開２００１－３５７１３１号公報
【特許文献３】特開２００１－３１４３７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、舌診は医師、薬剤師、鍼灸師などが自身の診療経験に基づいて目視で行
うのが一般的であり、定量化された診断手法は未だ確立されていない。このため診断に主
観が介入して個人差が生じ易く、診断結果の体系的な記録や伝達が困難であるという問題
があった。また舌診は、舌及び苔の色や形など多次元の判定項目より診断するため、それ
ぞれの判定基準や重み付けが複雑で判り辛く、西洋医学の所見との整合性や新人医師の教
育などに不都合を生じているのが現状である。つまり、病気を未然に抑止できる「未病」
というカテゴリーがあり、舌診等の「未病」検出手法も存在しながら、客観的な舌診方法
並びに健康度判定方法が未整備であることから、東洋医学的診断法が備える優れた診療能
力を潜在化させてしまっているのである。
【０００７】
　上掲の特許文献１～３に開示された方法は、医師等が舌の画像を見て診断し、過去の標
準的な症例と比較するものであるが、比較項目は各々の医師の経験やノウハウの域を出る
ものではなく、結局診断に個人差が出てしまう。また、健康度判定基準も数値化されてお
らず、あいまいさを払拭できない。なお、特許文献３には、舌の色や形などの舌像情報を
利用することの開示があるが、過去において蓄積された類似症例の舌画像を抽出するため
の利用であって、診断には直接的に利用されていない。
【０００８】
　本発明は以上のような事情に鑑み、東洋医学の診断法を定量化、客観化し、未病を含め
た健康度を総合的、かつ簡便に測定することができる健康度判定装置、及びプログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明の一の局面に係る健康度判定装置は、被検体となる生体の舌部を含む所定部位を
撮像して画像を取得する撮像手段と、前記画像から舌部領域の画像を抽出する領域抽出手
段と、前記抽出された舌部領域の画像を、ｎ×ｍ区画の分割画像領域に分割する分割手段
と、各分割画像領域の画像データに基づいて、分割画像領域ごとに所定の特徴量の計測値
をそれぞれ導出する画像処理部と、同様な計測方法により予め求められた健常体の計測値
を統合して得たマハラノビス距離算出のための基準評価値が格納される記憶部と、前記画
像処理部で導出された各分割画像領域の計測値を統合して得られたマハラノビス距離算出
のための照合評価値と、前記記憶部に格納されている基準評価値とのマハラノビス距離を
求めて、被検体の健康度に関する判定情報を出力する演算部とを具備することを特徴とす
る（請求項１）。
【００１０】
　この構成によれば、各分割画像領域の画像データからそれぞれ得られる所定の特徴量の
計測値を統合することで、一つの尺度に統合された照合評価値が作成される。この照合評
価値と、同様な計測方法により予め求められた健常体の計測値を統合して得た基準評価値
とのマハラノビス距離を求めることで、被検体となる生体の健康度を表す指標を導出する
ことができる。本発明において、被検体となる生体は代表的には人体であるが、犬や猫な
どのペット類、牛や豚などの家畜類も被検体とすることができる。
【００１１】
　また、生体の舌部を撮像対象とするので、前述の通り東洋医学において既に具現化され
ている「舌診」の手法を導入して、人体の健康度の判定を行うことができる。
【００１２】
　また、被検体の健康度に関する判定は、前記照合評価値と基準評価値とのマハラノビス
距離の算出により行われる。これにより、前記健康度の判定は、前記算出されたマハラノ
ビス距離が所定の閾値を超過しているか否かに基づいて行われる構成とすることができる
。健康な生体集団と疾病を伴う劣性生体集団との区別のような、二群の集団の判別（照合
）方法としては、多変量解析による方法が好適である。この多変量解析方法としてマハラ
ノビス距離を用いるので、比較する複数のパラメータ（本発明の場合、各画像領域から得
られる複数の計測値）を一元化することができるので、比較する閾値を一つ設定すること
で、健康度の判定を行うことができる。
【００１３】
　また上記構成において、前記特徴量の計測値として、分割された各画像領域の平均輝度
値又は／及び平均色度値を用いることができる（請求項２）。この構成によれば、分割さ
れた各画像領域から、それぞれ平均輝度値又は／及び平均色度値が特徴量の計測値（多変
量解析されるパラメータ群）として抽出される。そして、各画像領域から得られる複数の
平均輝度値又は／及び平均色度値を統合することで照合評価値が作成される。
【００１４】
　上記構成において、前記撮像手段が、フラッシュ光源付きのデジタルカメラであること
が望ましい（請求項３）。この構成によれば、分割された各画像領域から、それぞれ平均
輝度値又は／及び平均色度値が特徴量の計測値（多変量解析されるパラメータ群）を容易
に抽出することができる。
【００１５】
　また上記構成において、前記演算部は、算出されたマハラノビス距離が所定の閾値を超
過しているか否かを判定する判定処理部を具備する構成とすることができる（請求項４）
。この構成によれば、判定処理部により、予め設定された一つの閾値と比較することで、
健康度の判定を行うことができる。
【００１６】
　この場合、マハラノビス距離算出部にて算出されたマハラノビス距離に基づいて、疾患
部位の特定情報を出力する疾患部位特定部を備え、疾患部位特定部は、前記分割された画
像領域の中から、前記マハラノビス距離の値に寄与している領域を抽出する寄与領域抽出
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部と、前記分割された画像領域と疾患とを関連付けた各種の疾患情報が格納された疾患情
報記憶部と、前記寄与領域抽出部による抽出領域情報と、疾患情報記憶部に格納されてい
る疾患情報とを照合することにより、疾患部位に関する特定情報を出力する照合部とを備
える構成とすることができる（請求項５）。
【００１７】
　前記「舌診」の手法において、舌部の部分的な変色と疾病が存在する臓器とが一定の関
連性を有していることが知られている。従って、分割された各画像領域のうち、マハラノ
ビス距離の値に寄与している領域を特定すれば、それは健康な生体集団との相違部位、す
なわち疾患部位として特定できることとなる。上記構成によれば、マハラノビス距離の値
に寄与している領域が寄与領域抽出部で特定され、この特定された抽出領域情報と疾患情
報記憶部に格納されている疾患情報とが照合部により照合されることで、健康な生体集団
との相違部位、すなわち疾患部位が特定されることとなる。
【００１８】
　本発明の他の局面に係る健康度判定装置の動作プログラムは、所定の画像処理部、記憶
部及び演算部を備える健康度判定装置を動作させるためのプログラムであって、コンピュ
ータに、所定の撮像手段により撮像された、被検体となる生体の舌部を含む所定部位に関
する画像を取得させるステップと、前記画像から舌部領域の画像を抽出するステップと、
前記抽出された舌部領域の画像を、ｎ×ｍ区画の分割画像領域に分割するステップと、各
分割画像領域の画像データに基づいて、分割画像領域ごとに所定の特徴量の計測値をそれ
ぞれ導出させるステップと、前記記憶部から、同様な計測方法により予め求められた健常
体の計測値を統合して得たマハラノビス距離算出のための基準評価値を読み出すステップ
と、前記演算部に、前記画像処理部で導出された各分割画像領域の計測値を統合したマハ
ラノビス距離算出のための照合評価値と、前記記憶部から読み出された基準評価値とのマ
ハラノビス距離を求めて、被検体の健康度に関する判定処理をなわせるステップとを実行
させることを特徴とする（請求項６）。
【００１９】
　上記構成において、前記演算部に被検体の健康度に関する判定処理を行なわせるステッ
プとして、算出されたマハラノビス距離が所定の閾値を超過しているか否かを判定するス
テップを含む構成とすることができる（請求項７）。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、生体の所定部位を撮像して得られた画像データに基づき、一定の判定
基準で生体の健康度を表す指標が導出されるので、例えば東洋医学の「舌診」の診断法を
、客観的に実施することが可能となる。すなわち、カメラ付き携帯電話、デジタルカメラ
、ＰＣカメラ等の身近な撮像装置を用いて検査対象部位を撮像し、画像データを取得する
ことで、誰でも所定の健康度判定が簡単且つ客観的に行えるようになる。従って、手軽に
健康状態を把握することができ、生活習慣病等の早期発見や疾病予防に寄与することがで
きる。特に、多忙さゆえに通院機会を逸しがちなビジネスマン、医療機関が少ない地方の
住人、外出の難しい術後患者や高齢者などの健康診断、健康管理に有効である。さらに、
自身の病状を的確に表現できない幼児や痴呆性患者、或いはペットや家畜類の健康管理に
も供することが可能である。他面、健康食品や運動プログラム、健康生活習慣などによる
改善効果を客観的に評価することが可能となり、それら物品やサービスの開発、販売促進
に役立てることもできる。
【００２１】
　また、東洋医学において既に具現化されている「舌診」の手法を導入して、人体の健康
度の判定を客観的に行うことが可能であり、誰もが容易に「舌診」を行えるようになる。
従って、西洋医学では知見できない「未病」状態を客観的に見極めることも可能となる。
【００２２】
　また、平均輝度値又は／及び平均色度値は、デジタルカメラ等で撮像された画像データ
から比較的容易に求めることができるので、既存の撮像装置を用いて健康度判定方法を実
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施することができる。
【００２３】
　また、マハラノビス距離を用いて健康度判定を行うので、分割された各画像領域から得
られる複数の計測値を一元化することができ、比較する閾値を一つ設定することで、健康
度の判定を行うことができる。
【００２４】
　また、生体の所定部位を撮像して得られた画像データに基づき、演算部により一定の判
定基準で生体の健康度を表す指標が導出されるので、例えば東洋医学の「舌診」の診断法
を、客観的に実施することが可能となる。すなわち、身近な撮像装置を用いて検査対象部
位を撮像し、画像データを取得することで、誰でも所定の健康度判定が簡単且つ客観的に
行えるようになる。
【００２５】
　また、分割された各画像領域の平均輝度値又は／及び平均色度値等を特徴量として抽出
する場合に、フラッシュ光の所定部位への照射により、対象部位の色や明るさを明瞭化し
た上で画像データを取得できる。従って、平均輝度値又は／及び平均色度値等を正確に測
定でき、これにより一層正確に健康度判定が行えるようになる。
【００２６】
　また、マハラノビス距離算出部で算出されるマハラノビス距離を用いて健康度判定を行
うので、分割された各画像領域から得られる複数の計測値を一元化することができ、これ
により判定処理部で比較する閾値が一つで済むので、処理を簡素化することができる。
【００２７】
　また、健康度の判定だけでなく、疾患部位の特定まで行うことができるので、より一層
被検者に有用な情報を提供できる健康度判定装置が実現されるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下図面に基づいて、本発明の実施形態につき説明する。
【００２９】
　図１は、本発明にかかる健康度判定装置１（本発明にかかる健康度判定方法を実現する
システム）の一実施形態を示す外観構成図である。この健康度判定装置１は、被検体とな
る人体（被検者）の舌部Ｔ（生体の所定部位）を撮影する撮像手段としてのデジタルカメ
ラ２と、該デジタルカメラ２にて取得された画像データに基づいて、所定の健康度判定に
関する処理を実行する処理装置３とから構成されている。
【００３０】
　デジタルカメラ２は、撮像レンズ、ＣＣＤ等の撮像素子、画像処理部及び画像メモリな
どを具備するカメラ本体部２１と、撮影対象となる舌部Ｔを所定の色温度の照明光で照射
するフラッシュ装置２２とから構成されている。
【００３１】
　図２は、デジタルカメラ２（フラッシュ装置２２）の詳細構造を示す斜視図である。フ
ラッシュ装置２２は、近接撮影に適したフラッシュ装置であって、左右対称に配置された
二個のフラッシュ光源２２１ａ、２２１ｂが備えられた二灯式のものである。これらフラ
ッシュ光源２２１ａ、２２１ｂは、カメラ本体部２１の撮影レンズに嵌着されるリング状
の固定部２２２から延出されたアーム２２３ａ、２２３ｂの先端部分に取り付けられてい
る。このような近接撮影用フラッシュ装置２２で撮影時に舌部Ｔを照明することで、舌の
表面に適度な影ができ、舌表面のざらつき感や歯痕の凹凸が識別しやすくなる。
【００３２】
　前記アーム２２３ａ、２２３ｂに対してフラッシュ光源２２１ａ、２２１ｂは、角度調
整部２２４ａ、２２４ｂを介して取り付けられており、フラッシュ光源２２１ａ、２２１
ｂによる照明光の照射角度が調整可能とされている。実際に舌部Ｔの撮像を行う場合は、
被検者の眼にフラッシュ光が入射しないよう、角度調整部２２４ａ、２２４ｂにより適宜
フラッシュ光源２２１ａ、２２１ｂの角度設定がなされる。なお、フラッシュ光源２２１
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ａ、２２１ｂの発光量は、フラッシュコントローラ２３によって調整され、前記フラッシ
ュコントローラ２３とフラッシュ光源２２１ａ、２２１ｂとはカールコード２２５ａ、２
２５ｂにて電気的に接続されている。
【００３３】
　処理装置３は、例えばパーソナルコンピュータ等を好適に用いることができ、図１に示
す例では、ハードディスク装置等を備えた処理本体部３１、操作部としてのキーボード３
２及びマウス３３、ＣＲＴやＬＣＤ等からなる表示部３４を備える構成を例示している。
この処理装置３と前記デジタルカメラ２とは、ＵＳＢケーブル等の通信ケーブルＣで接続
されることで相互に通信可能とされている。
【００３４】
　図３は、健康度判定装置１の電気的構成を概略的に示すブロック図である。デジタルカ
メラ２は、前述のフラッシュ装置２２（フラッシュ光源２２１ａ、２２１ｂ）及びフラッ
シュコントローラ２３の他、撮影レンズ２４、ＣＣＤ等の撮像素子２５、カメラ制御処理
部２６、メモリ部２７及び通信用Ｉ／Ｆ２８を備えて構成されている。
【００３５】
　撮影レンズ２４は所定数のレンズ群を備え、図示省略のレンズ駆動部によるフォーカス
やズーム動作を経て被写体像（舌部Ｔ）を撮像素子２５へ結像させる。撮像素子２５は、
例えばＲＧＢフィルタがベイヤー配列されてなるＣＣＤが用いられる。すなわち撮像素子
２５は、異なる３つの波長帯域（ＲＧＢ）の光をそれぞれ透過させるフィルタを介して入
射される舌部Ｔの光像を電気信号に変換（光電変換）することで、舌部Ｔの画像について
のＲＧＢのアナログ画像データを取得する。
【００３６】
　カメラ制御処理部２６は、カメラ各部の動作制御を行うと共に撮像素子２５にて取得さ
れた画像データに対して画像処理を施す機能を備える。すなわちカメラ制御処理部２６は
、各部の動作制御機能として、前記撮影レンズ２４をフォーカス駆動又はズーム駆動する
駆動制御信号を生成したり、撮像素子２５の電荷読み出し制御信号を生成したりする。さ
らに、被写体である舌部Ｔが均一な照度で照明されるよう、デジタルカメラ２に備えられ
ている図略の距離センサの情報に基づいて舌部Ｔまでの距離を算出し、フラッシュ光源２
２１ａ、２２１ｂの発光量に関する制御情報信号をフラッシュコントローラ２３に与える
機能も備える。これにより、舌部Ｔ表面の照度を一定とすることができ、舌部Ｔの色や明
るさ等を正確に撮像（測定）することができるようになる。
【００３７】
　またカメラ制御処理部２６は、画像処理機能として、撮像素子２５にて取得されたＲＧ
Ｂのアナログ画像データをＡ／Ｄ変換して得られたデジタル画像データに、黒基準補正、
ＦＰＮ補正、ホワイトバランス調整、色補間及びノイズキャンセルなどの処理を行う。こ
のような画像処理が与えられたＲＧＢ画像データは、メモリ部２７（又は外部記録媒体）
や、後述の処理装置３が備えるＲＡＭ３６１等に保存される。
【００３８】
　メモリ部２７は、ＲＡＭやＲＯＭ等からなり、前述の通り画像データを一時的に格納す
ると共に、各種動作プログラムを記憶する。また通信用Ｉ／Ｆ２８は、処理装置３との間
の信号伝送動作を実行可能とするインターフェイス部である。
【００３９】
　処理装置３は、操作部としてのキーボード３２及びマウス３３、表示部３４の他、制御
処理部３５、記憶部３６、通信用Ｉ／Ｆ３７、及びプリンタ３８２を備えて構成されてい
る。制御処理部３５は、デジタルカメラ２により取得された画像データに対し、領域抽出
や画像分割などの必要な画像処理を施すと共に、健康度判定のための所定の演算処理等を
行う。記憶部３６は、画像データ等を一時的に格納したり、健康度判定に必要な所定のデ
ータを記憶したりする。通信用Ｉ／Ｆ３７は、デジタルカメラ２との間の信号伝送動作を
実行可能とするインターフェイス部である。プリンタ３８２は、健康度判定結果等をペー
パー出力するための印刷部である。
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【００４０】
　図４は、処理装置３の制御処理部３５及び記憶部３６の機能を詳細に示す機能ブロック
図である。制御処理部３５は、大別して画像処理部３５１、健康度判定演算部３５６（演
算部）及び疾患部位特定処理部３９を備えている。
【００４１】
　画像処理部３５１は、デジタルカメラ２により取得された舌部Ｔの画像データに対し、
領域抽出や画像分割、さらには特徴量抽出などの必要な画像処理を施す機能部である。こ
こで、撮影対象とされる舌部Ｔの組織について簡単に説明しておく。図５は、人体の舌背
面（舌表面）の組織を模式的に示す模式図である。舌は全体が粘膜で覆われており、その
表面には「舌乳頭」と呼ばれる多数の突起が存在している。
【００４２】
　人体の場合、図５に示すように、糸状乳頭、茸状乳頭、葉状乳頭及び有郭乳頭の４種類
の舌乳頭が存在する。糸状乳頭は、舌表面の前面に密生する最も数の多い舌乳頭であり、
これに剥離細胞や粘膜、細菌などが付着して舌苔を形成する。茸状乳頭は、乳頭先端が茸
状に膨大した形状を呈し、前記糸状乳頭間に散在すると共に、舌の先端（舌尖）にかけて
数と大きさが共に増大する。また葉状乳頭は左右の舌辺縁の上部（根本部）に、有郭乳頭
は舌根部にそれぞれ存在している。舌の内部には毛細血管が多数存在するため、通常は赤
みを呈し、これが舌の色となる。なお、舌の中央から先端にかけて存在する糸状乳頭及び
茸状乳頭は、三叉神経由来の舌神経と顔面神経由来の鼓索神経の支配を受ける。一方、舌
の根本部分に存在する葉状乳頭及び有郭乳頭は、舌咽神経の支配を受ける。
【００４３】
　上記画像処理部３５１は、領域抽出部３５２、色座標変換部３５３、画像分割部３５４
及び特徴量計測部３５５を備えている。領域抽出部３５２は、デジタルカメラ２により取
得された舌部Ｔを含む撮影画像（画像データ）から、舌部Ｔに対応する部分の画像（画像
データ）を抽出する。すなわち、デジタルカメラ２により舌部Ｔのみを撮影することは困
難であるので、図６（ａ）に示すように、デジタルカメラ２で顔面Ｆの下半分を撮影して
顔面撮影画像４１を取得し、その撮影画像４１から、図６（ｂ）に示すように、舌部Ｔの
みを抽出した舌部抽出画像４２を生成する。
【００４４】
　領域抽出部３５２は、具体的には顔面撮影画像４１の輝度エッジ（画像の中で急激に明
るさが変化している部分）に基づいて、舌部Ｔの輪郭を割り出すことで、舌部Ｔに相当す
る画像を抽出する。このような輝度エッジ抽出には、例えば図７に示すようなエッジ抽出
フィルタを用いることができる。このエッジ抽出フィルタは、画像から輪郭を抽出する場
合に用いられるフィルタであって、１次微分をする時に注目画素の近傍の画素に重み付け
をするフィルタである。図７では、３×３画素群においてその中央を注目画素とするとき
、注目画素の４つの近傍画素（上下左右の画素）の重みをそれぞれ－１としたフィルタの
例を示している。
【００４５】
　このようなエッジ抽出フィルタを用い、例えば各画素のグリーン（Ｇ）のデータより４
近傍の差分を取り、その差分値が所定の閾値αを超える画素を抽出することで、舌部Ｔの
輪郭を形成する輝度エッジが抽出される。すなわち、舌部Ｔの周囲には、口腔、歯及び舌
の影などの起因する輝度差が存在することから、かかる輝度差に基づいて、舌部Ｔの輪郭
を検出するものである。従って、前記閾値αは、舌部Ｔの周囲の輝度差を検出可能な値に
設定される。領域抽出部３５２は、以上のようなエッジ抽出処理を施すことで、顔面撮影
画像４１から舌部Ｔの領域が抽出された舌部抽出画像４２を生成する。
【００４６】
　色座標変換部３５３は、デジタルカメラ２で取得された舌部Ｔの固有的な画像データ（
舌部抽出画像４２）を、標準的な画像データに変換する処理を行う。デジタルカメラ２に
より取得された画像は、光源の性質（フラッシュ光源２２１ａ、２２１ｂの光の性質）や
撮像素子２５の分光感度が反映された固有のＲＧＢデータにて構成されている。そこで色
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座標変換部３５３は、このような固有のＲＧＢデータを、所定の回帰式を用いて例えば国
際照明委員会で規格化されているＸＹＺ（Ｙｘｙ）色度座標に変換する処理を行う。
【００４７】
　具体的には、色座標変換部３５３は、予め求められた所定の変換行列式に、実際に撮影
された舌部ＴのＲＧＢデータを代入して乗ずることで、ＸＹＺ色度値を算出する処理を行
う。前記変換行列式は、例えば次の手順で予め求められる。すなわち、前記ＸＹＺ色度値
が既知である複数の色票（カラーチャート）を用い、フラッシュ光源２２１ａ、２２１ｂ
を発光させてデジタルカメラ２により前記色票を撮影し、この撮影画像のＲＧＢデータを
記録する。そして、撮影画像のＲＧＢデータと色票との関係から、次の（１）式における
３×３行列（変換行列）の要素ａ１１～ａ３３を求める。
【００４８】
【数１】

 
【００４９】
　ここでは、色票のＸＹＺ色度値とデジタルカメラ２のＲＧＢデータとの組み合わせが数
多く得られるので、ＸＹＺ色度値を目的変量とし、ＲＧＢデータを説明変量として、ＲＧ
Ｂデータから色票のＸＹＺ色度値への変換行列が回帰分析により求められる。かかる変換
行列は、例えばＲＯＭ３６２等に格納され、実際の撮影時において色座標変換部３５３に
より読み出され、上記（１）式の右辺に舌部Ｔの画像についてのＲＧＢデータが代入され
、乗算が行われることでＸＹＺ色度値が求められる。これにより、デジタルカメラ２の固
有の特性を排除した、客観的な色データが生成される（舌及び苔の色測定が行われる）よ
うになる。次の（２）式に、実際の変換行列の一例を示す。
【００５０】

【数２】

 
【００５１】
　なお、舌部Ｔの画像についてのＲＧＢデータを、上記（２）式の２次の項（Ｒ＊Ｂ、Ｒ
＊Ｇ、Ｇ＊Ｂ）まで求めるようにすると、推定の精度を向上させることができるので好ま
しい。また、検査対象部位が舌部Ｔに限定されている場合は、上記変換行列を求めるにあ
たり、前記色票に代えて実際の舌を撮影するようにしても良い。
【００５２】
　画像分割部３５４は、前記領域抽出部３５２にて抽出された舌部Ｔの領域を、所定の複
数領域に分割する処理を行う。この分割手法については特に限定はなく、舌部Ｔの画像を
複数の領域に分割するものであれば良い。例えば図８（ａ）に示すように、舌部Ｔの領域
に内接する正方形領域４３の画像を切り出し、これを図８（ｂ）に示すように、縦８×横
８のブロックに区画し、矩形状の（１）～（６４）からなる６４個の分割画像領域４３１
に分割することができる。なお、前記画像の切り出しを行わず、舌部Ｔの全領域を対象と
して分割画像を生成するようにしても良い。
【００５３】
　特徴量計測部３５５は、前記画像分割部３５４により分割された各画像領域４３１から
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、それぞれの領域における画像データ（ここではＸＹＺ色度値又はＲＧＢデータ）を読み
出し、６４個の分割画像領域４３１毎に特徴量の計測値を導出する。この特徴量は、例え
ば個々の分割画像領域４３１内におけるＲＧＢデータの平均値（平均輝度値）、或いはＸ
ＹＺ色度値の平均値（平均色度値）とすることができる。また、ＲＧＢデータ或いはＸＹ
Ｚ色度値の度数分布を求め、そのピークポイント、最大値、最小値、分散度などのデータ
分布の特徴を示す値であっても良い。上記の場合、特徴量計測部３５５は、前記平均値を
求める演算、若しくは前記分布度数に基づくピークポイント、最大値、最小値、分散度を
求める演算を行うこととなる。
【００５４】
　上記特徴量は、分割画像領域４３１内におけるエッジ量等の周波数成分を表す特徴量で
あっても良い。この場合、前述の図７に示したようなエッジ抽出フィルタを用い、各分割
画像領域４３１内を走査して、演算結果の総和（エッジ量の存在度合い）を求める演算が
特徴量計測部３５５において行われる。以上のようにして、分割画像領域４３１毎に所定
の特徴量に関する６４個の計測値が求められ、かかる計測値は、後述のマハラノビス距離
算出部３５７におけるマハラノビス距離の算出において、入力情報として活用されるもの
である。
【００５５】
　次に、健康度判定演算部３５６は、前記分割画像領域４３１からそれぞれ得られる所定
の特徴量の計測値を統合して照合評価値を作成し、同様な計測方法により予め求められた
健常体の計測値を統合して得た基準評価値と、前記照合評価値とを照合することにより、
被検者の健康度を判定する機能部である。この実施形態では、健康度判定演算部３５６は
、マハラノビス距離算出部３５７と、判定処理部３５８とを備える構成を例示している。
【００５６】
　マハラノビス距離算出部３５７は、マハラノビス距離を用いて、前記画像処理部３５１
（特徴量計測部３５５）にて求められた特徴量を多変量解析する。すなわち、被検者の舌
部Ｔに関する特徴量を統合した照合評価値（前記計測値のデータ群）が、同様な計測手法
により予め求められた健常者の計測値を統合した基準評価値に比べてどの程度乖離してい
るかの判別分析のために、マハラノビス距離を算出する。つまり、前記照合評価値と前記
基準評価値とを照合する手法として、マハラノビス距離の算出という手段を採る。このこ
とは、健康な人々を母集団として、被検者の健康度を、前記母集団が作る空間の原点から
のマハラノビス距離により判定することを意味する。なお、当該マハラノビス距離を用い
る方法によれば、特徴量の計測値を統合して照合評価値を作成するステップと、該照合評
価値と基準評価値とを照合するステップとが同時に行われることとなる。
【００５７】
　ここでマハラノビス距離とは、多くの計測項目（この場合、分割画像領域４３１毎の６
４個の計測項目）ごとのばらつきや相関関係を考慮して計算される距離の尺度である。い
ま、母集団の個数をｎ、計測項目毎のデータの平均値（基準評価値；同様な手法で求めら
れた健常者の計測値）をｍ、標準偏差をσ、計測項目相互の相関を表す相関行列に対する
逆行列の要素をａｉｊとし、計測項目をｋ（この場合、ｋ＝６４）とすると、ｍ１、ｍ２
、・・・ｍｋの平均値ベクトルが、健常者母集団の作る空間の原点となる。ここで標準偏
差のベクトルをσ１、σ２、・・・σｋ、被検者の計測値（照合評価値；前記特徴量計測
部３５５にて求められる分割画像領域４３１毎の計測値）をｘ１、ｘ２、・・・ｘｋとす
ると、マハラノビス距離Ｄは、次の（３）式により求められる。
【００５８】
【数３】
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【００５９】
　上記（３）式において、母集団空間の全対象であるｎ個のマハラノビス距離の平均は「
１」となる。これにより、健康度を示す尺度の原点と距離の単位が定まることになる。こ
のマハラノビス距離が小さいほど被検者は母集団に近く、すなわち健康であると予測され
、一方マハラノビス距離が大きいほど母集団から遠く、すなわち疾病若しくは疾病の前兆
（未病）など健康上何らかの問題があると予測される。
【００６０】
　判定処理部３５８は、前記マハラノビス距離算出部３５７にて算出されたマハラノビス
距離が所定の閾値を超過しているか否かを判定することで、健康度に関する所定の判定情
報を出力する。前記閾値は、健康度判定の目的等に応じて適宜設定することができるが、
本発明者の実験によれば、前記分割画像領域４３１から抽出する特徴量を平均輝度値とし
た場合、やや体調が悪い被検者でマハラノビス距離＝５、通院を要する被検者でマハラノ
ビス距離＝１０との結果が得られており、かかる値を目安に前記閾値を設定すれば良い。
【００６１】
　以上の通り構成された画像処理部３５１と健康度判定演算部３５６とを備える制御処理
部３５とすれば、所定の健康度判定を行うことができるが、本実施形態では単に健康度の
判定を行うだけでなく、疾患部位の特定まで行うべく、制御処理部３５に疾患部位特定処
理部３９が備えられている。
【００６２】
　東洋医学には「経絡」の考え方がある。曰く、経絡とは「気」のエネルギーが流れる道
筋であり、それが体表に表れる箇所が所謂「ツボ」と呼ばれる部位である。舌の表面にも
ツボが存在しており、図９に示すように舌先端の舌尖部５１には心臓と肺臓、舌中央の舌
中部５２には脾臓と胃、舌の両側の舌辺部５３，５３には肝臓と胆嚢、舌の根本の舌根部
５４には腎臓のツボが存在している。そして何らかの疾患で舌に局部的な異常が表れてい
る場合、その異常箇所と経絡で繋がっている臓器に異常があるものと考えられている。な
お西洋医学的には、前記「経絡」は神経の繋がりと解釈されている。前述の通り、舌部Ｔ
の表面に存在する各乳頭（図５参照）は、それぞれ異なる神経によって支配されているた
め、神経系統の異常により、各乳頭に異常が惹起されるものと考えられている。
【００６３】
　前記疾患部位特定処理部３９は、このような医学的根拠に鑑み、臓器異常が存在すると
きに上記舌尖部５１、舌中部５２、舌辺部５３及び舌根部５４などに局部的に表れる舌の
色変化等を検出することで、被検者の疾患部位（疾患の有る臓器、疾患の予兆がある臓器
）を特定（予測）するものである。具体的には疾患部位特定処理部３９は、前記マハラノ
ビス距離算出部３５７にて算出されたマハラノビス距離に基づいて、疾患部位の特定情報
を出力する機能部であり、該疾患部位特定部３９は、寄与領域抽出部３９１と、照合部３
９２とを備えて構成されている。
【００６４】
　寄与領域抽出部３９１は、前記の分割された画像領域（本実施形態では６４個の領域）
の中から、前記マハラノビス距離の値に寄与している領域を抽出する。すなわち、マハラ
ノビス距離が所定の閾値以上であると前記判定処理部３５８にて判定され、被検者に何ら
かの疾患があると予測される場合に、その算出されたマハラノビス距離の値に寄与してい
る領域（つまり、健常者に比較して舌色や光沢、形が大きく相違している部位）を特定で
きれば、どの臓器に疾患があるかを予測することができる。このため寄与領域抽出部３９
１は、上記（３）式において、ｉ＝ｊと置いたときの下記（４）式の値を比較し、これが
所定の値以上である領域を抽出する。
【００６５】
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【数４】

 
【００６６】
　照合部３９２は、前記寄与領域抽出部３９１による抽出領域情報と、後述する疾患情報
記憶部３６４に格納されている疾患情報とを照合することにより、疾患部位に関する特定
情報を出力する。すなわち、マハラノビス距離の値に寄与している領域の舌部Ｔ上の位置
情報と、疾患と舌への異常表出部位との関係を関連付けた情報である疾患情報を照合する
ことで、どの臓器に疾患が存在している可能性が高いかについての判定情報を出力するも
のである。
【００６７】
　記憶部３６は、ＲＡＭ３６１、ＲＯＭ３６２、基準評価値記憶部３６３及び疾患情報記
憶部３６４を備えている。ＲＡＭ３６１は、各種データを一時的に格納するもので、例え
ば画像処理部３５１の特徴量計測部３５５で計測された計測値や、デジタルカメラ２から
送られてきた画像データ等を一時的に格納する。ＲＯＭ３６２は、各種動作プログラム等
を記憶するもので、当該健康度判定装置１を動作させる動作プログラム等が格納される。
【００６８】
　基準評価値記憶部３６３には、上述の画像処理部３５１において実行されるのと同様な
計測方法により予め求められた健常体の計測値を統合して得た基準評価値が格納される。
この基準評価値は、前記マハラノビス距離算出部３５７において上記（３）式に基づいて
マハラノビス距離の算出が行われる際に読み出される。
【００６９】
　疾患情報記憶部３６４には、分割された画像領域と疾患とを関連付けた各種の疾患情報
が格納される。すなわち、例えば図９に示すような舌部Ｔの局所的な部位と疾患との関係
、つまり疾患と舌への異常表出部位との関係を関連付けた情報である疾患情報が格納され
る。該疾患情報は、前記照合部３９２において疾患部位に関する特定情報を求める際に読
み出される。
【００７０】
　出力処理部３８１は、健康度判定演算部３５６の判定処理部３５８から出力される所定
の健康度判定情報、或いは疾患部位特定処理部３９の照合部３９２から出力される所定の
疾患部位特定情報を、操作部３２，３３からの指示に応じて、表示部３４或いはプリンタ
３８２において所定のフォーマットで表示或いはプリントさせるためのデータ変換を行う
ものである。
【００７１】
　以上の通り構成された健康度判定装置１の動作について説明する。図１０は、健康度判
定装置１の動作フローを示すフローチャートである。先ず、デジタルカメラ２により被検
者の舌部Ｔを含む領域を撮像して画像データを取得する（ステップＳ１）。例えば、図６
（ａ）に示すような顔面撮影画像４１に関する画像データが取得される。この画像データ
は、Ｉ／Ｆ２８、３７を介して処理装置３の画像処理部３５１へ送られる。なお、予めデ
ジタルカメラやデジタルビデオカメラ等で撮像された舌部Ｔを含む領域の画像を蓄積する
サーバや記録メディア等から、所望の画像データを直接又はインターネット等を介して取
得するようにしても良い。
【００７２】
　次に、画像処理部３５１の領域抽出部３５２により、舌部Ｔの領域のみを抽出する処理
が行われる（ステップＳ２）。例えば、前記顔面撮影画像４１から、図６（ｂ）に示すよ
うな、舌部抽出画像４２が生成される。そして、色座標変換部３５３により、デジタルカ
メラ２により取得された固有のＲＧＢデータを、例えば国際照明委員会で規格化されてい
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るＸＹＺ色度座標に変換する処理がなされる（ステップＳ３）。
【００７３】
　その後、画像分割部３５４により、前記舌部抽出画像４２を複数の領域に分割する処理
が為される（ステップＳ４）。例えば図８に示すように、舌部Ｔの領域に内接する正方形
領域４３の画像を切り出し、これを縦８×横８のブロックに区画し、矩形状の（１）～（
６４）からなる６４個の分割画像領域４３１に分割される。続いて、これら分割画像領域
４３１のそれぞれから、特徴量計測部３５５により、例えば平均輝度値等の所定の特徴量
が計測される（ステップＳ５）。
【００７４】
　次いで、健康度判定演算部３５６のマハラノビス距離算出部３５７により、上記ステッ
プＳ５で求められた分割画像領域毎の計測値（照合評価値）と、基準評価値記憶部３６３
に格納されている健常者の同様な計測値（基準評価値）とを用いて、マハラノビス距離が
算出される（ステップＳ６）。そして判定処理部３５８により、算出されたマハラノビス
距離が、所定の閾値を超過しているか否かに基づいて、健康度に関する判定情報が生成さ
れる（ステップＳ７）。ここで、前記ステップＳ７で「健康」と判定された場合若しくは
疾患部位の特定（予測）を行わない場合（ステップＳ８でＮｏ）、前記ステップＳ７で求
められた健康度判定情報が出力処理部３８１を介して表示部３４又はプリンタ３８２等へ
出力される（ステップＳ１１）。この場合、インターネット等を介して、ユーザの端末機
や携帯電話等に判定情報を配信するようにしても良い。
【００７５】
　疾患部位の特定（予測）を行う場合（ステップＳ８でＹｅｓ）、疾患部位特定処理部３
９の寄与領域抽出部３９１により、前記ステップＳ６で求められたマハラノビス距離の値
に大きく寄与している領域（前記ステップＳ４で分割された領域のうちの、健常者との際
が大きい１又は複数の分割画像領域４３１）が抽出される（ステップＳ９）。そして、照
合部３９２により、前記ステップＳ９で抽出された分割画像領域４３１と、疾患情報記憶
部３６４に格納されている疾患と舌への異常表出部位との関係を関連付けた情報である疾
患情報とを照合することにより、どの臓器に疾患が有るかについての判定情報が生成され
る（ステップＳ１０）。しかる後、前記ステップＳ７で求められた健康度判定情報と、前
記ステップＳ１０で求められた疾患部位特定情報とが、出力処理部３８１を介して表示部
３４又はプリンタ３８２等へ出力される（ステップＳ１１）。以上により、処理が完了す
る。
【００７６】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、これに限定されるものではなく、例え
ば下記（１）～（８）の変形実施形態を採ることができる。
【００７７】
　（１）健康な生体集団と疾病を伴う劣性生体集団との区別のような、二群の集団の判別
（照合）方法としては、多変量解析による方法が好適である。この多変量解析方法として
、上記実施形態ではマハラノビス距離を用いる方法について例示したが、この他、線形関
数を用いる方法、回帰分析を用いる方法などを用いるようにしても良い。
【００７８】
　（２）上記実施形態では、画像データから抽出される特徴量、すなわち分割画像領域４
３１から求められる平均輝度値や平均色度値等の特徴量のみを用いるようにしたが、これ
に加えて、画像データ以外の各種特徴量を加えて、健康度判定を行うようにしても良い。
例えば問診票や血液検査結果などの検査項目を加えて、マハラノビス距離を算出するよう
にしても良い。
【００７９】
　（３）撮像手段の撮像部（デジタルカメラ２の撮像素子２５）において、ＲＧＢの３バ
ンドだけでなく、ＣＭＹも含めた４～６バンドの多バンド数で撮影して画像データを取得
するようにしても良い。上述の通り、色座標変換部３５３では、所定の回帰式を用いてＸ
ＹＺ色度値を推定しているが、バンド数を増やすことで説明変量が増加し、これにより推
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定精度が向上するようになる。
【００８０】
　（４）上記実施形態では、フラッシュ装置２２から照射される照明光の下で舌部Ｔを含
む画像を撮影する例について説明したが、照明光として、赤外光や紫外光などの可視光以
外の光線を被検者の所定部位に照射した状態で撮影された画像を用いるようにしても良い
。これにより、例えば血液中のヘモグロビンは酸素濃度に応じて近赤外光の吸収率に変化
が生じることから、血中酸素濃度に基づいた各種の健康度判定が行えるようになる。
【００８１】
　（５）複数の分割画像領域４３１をいくつかのグループに分け、各々のグループから目
的の異なる計測値を取得するようにしても良い。例えば東洋医学の診断では、舌の中心部
分（図８の舌中部５２）に存在する糸状乳頭の色により苔の色を抽出し、また舌の辺縁（
図８の舌辺部５３）上部にある茸状乳頭の色により舌の色を抽出して、舌診を行っている
。従って、分割画像領域４３１を舌中部５２付近の領域グループと、舌辺部５３付近の領
域グループとに区割りし、これらグループの中から、色度の大きい領域をそれぞれ選択す
るようにすれば、前記東洋医学の診断手法に基づいた、苔色及び舌色の診断を行えるよう
になる。
【００８２】
　（６）診断対象となる疾病の種別に応じて、計測項目を変えるようにしても良い。すな
わち、ある疾病をターゲットとして健康度判定を行う場合は平均色度値を照合評価値とし
、別の疾病をターゲットとする場合は、輝度ピーク値やエッジ度数を照合評価値とすると
いうように、疾病により関連深いパラメータを適宜選択して計測項目を定めることが望ま
しい。また、疾患の表れやすい領域の選択（舌部Ｔの局部を対象領域とする、或いは舌部
以外の領域を対象領域とする等）、その疾患に関して健康度の優れた母集団を採用する等
により、測定精度、ひいては健康度判定精度を向上させることができる。
【００８３】
　（７）図１１に示すように、上記領域抽出部３５２及び画像分割部３５４において、舌
部Ｔの領域に外接する正方形領域４４の画像を切り出し、該画像を複数の領域に分割する
ようにしても良い。この場合、舌部Ｔの周辺に唇、歯、皮膚、髭などが含まれた状態の画
像を分割し、所定の特徴量が計測されることとなるが、マハラノビス距離を算出する過程
で、母集団のばらつきが大きくなり、結果的に健康度の判定にはさほど影響を与えない。
なお、健康度判定の精度向上を目指す場合は、前記正方形領域４４のうち、舌部Ｔの任意
の領域を例えば正方形などの領域に再配置した上で、画像分割部３５４で画像分割を行う
ようにすれば、舌以外の画像部分の影響を排除できるようになる。
【００８４】
　（８）上述の健康度判定装置１としてではなく、該健康度判定装置１が行う判定方法を
実行する動作プログラムとして提供することもできる。このようなプログラムは、コンピ
ュータに付属するフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびメモリカ
ードなどのコンピュータ読取り可能な記録媒体にて記録させて、プログラム製品として提
供することもできる。若しくは、処理装置３のハードディスクなどの記録媒体にて記録さ
せて、プログラムを提供することもできる。また、ネットワークを介したダウンロードに
よって、プログラムを提供することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明にかかる健康度判定装置（本発明にかかる健康度判定方法を実現するシス
テム）の一実施形態を示す外観構成図である。
【図２】上記健康度判定装置で用いられるデジタルカメラの詳細構造を示す斜視図である
。
【図３】健康度判定装置の電気的構成を概略的に示すブロック図である。
【図４】処理装置の制御処理部及び記憶部の機能を詳細に示す機能ブロック図である。
【図５】人体の舌背面（舌表面）の組織を模式的に示す模式図である。
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【図６】顔面撮影画像と、舌部のみを抽出した舌部抽出画像の一例を示す平面図である。
【図７】領域抽出部で用いられるエッジ抽出フィルタの一例を示す説明図である。
【図８】画像分割部による、舌部の領域を所定の複数領域に分割する処理を説明するため
の説明図である。
【図９】舌部のツボの位置を説明するための平面図である。
【図１０】本発明にかかる健康度判定装置の動作フローの一例を示すフローチャートであ
る。
【図１１】舌部抽出画像の他の例を示す平面図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１　　　健康度判定装置
　２　　　デジタルカメラ（撮像手段）
　２２　　フラッシュ装置
　２２１ａ、２２１ｂ　フラッシュ光源
　２５　　撮像素子
　３　　　処理装置
　３５　　制御処理部
　３５１　画像処理部
　３５２　領域抽出部
　３５３　色座標変換部
　３５４　画像分割部
　３５５　特徴量計測部
　３５６　健康度判定演算部（演算部）
　３５７　マハラノビス距離算出部
　３５８　判定処理部
　３６　　記憶部
　３６３　基準評価値記憶部
　３６４　疾患情報記憶部
　３９　　疾患部位特定処理部
　３９１　寄与領域抽出部
　３９２　照合部
　Ｔ　　　舌部
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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